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平成２８年度岐阜県認定調査員新規研修実施要領  

 

１  目  的  

市町村等において新たに要介護認定業務に従事する調査員に対して、制度のし

くみや調査方法の理解とともに、及び公平かつ公正な事務処理を実施するために

必要な知識の習得を促す。  

 

２  対象者  

（ １ ）  新たに認定調査に従事する市町村職員  

（ ２ ）  介護支援専門員実務研修修了者で新たに認定調査に従事する者  

  （市町村から認定調査の委託を受ける予定の居宅介護支援事業所・施設等の介護支援専門員） 

    

３  開催日程・場所  

日程：平成２８年４月２７日 (水 ) １０：００～１６：３０  (受付９：３０～ ) 

場所：長良川国際会議場  大会議室   

   〒５０２－０８１７  岐阜市長良福光２６９５－２  

             電話  ０５８－２９６－１２００  

 

４  研修内容  

別紙のとおり  

 

５   研修予定人員  

３００名程度 (聴講者含む ) 

 

６  研修修了者の登録  

本研修の全過程を受講した新規認定調査員を研修修了者として、認定調査員新

規研修受講確認票を発行し、必要事項を記載した名簿を作成のうえ管理する。  

 

７  その他  

・各保険者の委託先居宅介護支援事業所、施設等への通知は、各保険者に依頼  

・受付名簿の取りまとめは、各保険者に依頼  

 

 

 

 

 

 

 



(別紙 1) 

 

 

 

 

≪研修内容≫ 

                                      

      
 
                          

 

時  間  内  容  講師  

9:30 受付開始   

10:00 
（ 10 分 ）  

あいさつ  

オリエンテーション  

高 齢 福 祉 課  

10:10 
（ 30 分 ）  

講義Ⅰ  

「介護保険制度の概要と要介護（要支援）認定の基本

的な考え方について」  

高 齢 福 祉 課  

10:40 
（ 40 分 ）  

 

講義Ⅱ  

「認定調査の実施方法について  

～認定調査員テキストを理解する（その 1）～」  

介 護 認 定 支 援 会

議 構 成 員  

 

11:20 
（ 10 分 ）  

＜休憩 10 分＞    

11:30 
（ 70 分 ）  

講義Ⅲ  

「認定調査の実施方法について  

～認定調査員テキストを理解する（その 2）～」  

介 護 認 定 支 援 会

議 構 成 員  

12:40 ＜休憩 50 分＞       

13:30 
（ 90 分 ）  

 

講義Ⅳ  

「認定調査の実施方法について  

～認定調査員テキストを理解する（その 3）～」 

介 護 認 定 支 援 会

議 構 成 員  

 

15： 00 
（ 10 分 ）  

＜休憩 10 分＞   

15:10 
（ 80 分 ）  
 

演習  

「認定調査の実際～調査項目と特記事項の記載～」  

（説明 10 分）  

１自己学習（ 20 分）   

２グループ討議（ 25 分）  

３解説（ 25 分）  

介 護 認 定 支 援 会

議 構 成 員  

高 齢 福 祉 課  

16:30 終了   


